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島根総合発展計画基本構想編 変更一覧 
 

 

指摘頂いた事項等 対応 

１ｐ６：携帯電話、ＩＴ

に関する記述は表現を

改めるべき。 

 

 

○下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

携帯電話の普及に見られるように IT は私たちの生

活になくてはならないものとなっています。 

インターネットの利用も浸透してきており、近年

は、音楽や動画等の大容量のデジタルコンテンツを利

用することができる光ファイバー網の普及も進んで

います。さらに、携帯電話をはじめとする携帯情報通

信端末は、一層小型化・軽量化されるとともに、無線

通信技術の発達等により、カメラ、ゲーム、テレビ電

話、音楽再生、決済、テレビ受信など、多機能化が進

んでいます。テレビやビデオ等の私たちの生活する上

で必要な家電製品もデジタル化が進んでいます。 

（１行目削除） 

 

家庭内へのパソコンの普及などに伴いインターネ

ットの利用も浸透してきており、近年は、音楽や動画

等の大容量のデジタルコンテンツ を利用することが

できる光ファイバー網の普及も進んでいます。さら

に、携帯電話をはじめとする携帯情報通信端末は、一

層小型化・軽量化されるとともに、無線通信技術の発

達等により、カメラ、ゲーム、テレビ電話、音楽再生、

決済、テレビ受信など、多機能化が進んでいます。テ

レビやビデオ等、私たちが生活する上で必要な家電製

品もデジタル化が進んでいます。 

 

 

２ｐ６：サービス産業の

ＩＴ活用度が低いとは

どのようなデータに基

づくものか。（質問） 

 

○ 「成長力加速プログラム」（平成 19 年４月 25 日経済財政諮問会議）では、「我が国の生産性の水準は先進諸国に

比して低く、①サービス産業を中心として生産性が低いこと、②米国の生産性向上の原動力である IT の本格的

活用が進んでいないこと、③産業構造の違いによって生産性（特に製造業以外）が低水準にとどまっている地域

があること、が指摘されている」とあること、及び同プログラムにある中小企業底上げ戦略をもとに当初の記述

を行いましたが、再検討を行い、下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

一方、企業、特にサービス産業においては IT が十

分に活用されていないことから、国においては、この

分野の生産性水準を高めるため、中小企業を中心に IT

化の基盤の整備を促進するための取り組みが行われ

ています。 

一方、企業、特にサービス産業における生産性水準

を高めるため、中小企業を中心に IT 化の基盤の整備

を促進するための取り組みが行われています。 

 

 

資料２
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指摘頂いた事項等 対応 

３ｐ８：「食の安全に対す

る関心」では表現が生

ぬるい。「賢い消費者」

に。 

○下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

さらに、BSE や鳥インフルエンザ、輸入食品に含ま

れる人体に有害な化学物質など、食の安全に対する関

心も高まっています。 

 さらに、BSE や鳥インフルエンザ、人体に有害な化

学物質を含む輸入食品の問題などに対しては、供給側

の検査態勢の徹底に加え、消費者においては、食の安

全に対する正しい知識や判断が求められています。 

 

 

４竹島に関する記述が必

要ではないか。（第２回

目の審議会） 

○竹島に関する記述を下記のとおり追加しました。 
変更後 

第２章 島根を取り巻く情勢 

２．島根の現状と課題 

（１）人口・経済・地方行政等 

 

〔竹島問題〕 

 

竹島問題は、政府の外交努力によって平和的に解決され、領土権の早期確立が図られるべきです。 

 

竹島は、明治 38 年（1905 年）２月 22 日の島根県告示により「本県所属隠岐島司ノ所管」とされていま

すが、戦後、韓国の警備隊員の常駐などにより、50 年以上にわたって不法に占拠され、漁業権などの我が

国の主権が行使できない状況になっています。領土問題はすぐれて国家間の問題でありますが、その解決

のためには、国民世論の盛り上がりが不可欠です。このため、島根県では、長年に亘り、領土権の早期確

立とあわせて、国における積極的な広報啓発活動の展開を求めて要望活動を続けているほか、平成 17 年３

月には竹島に関する島根県告示 100 周年を機に、「県民、市町村及び県が一体となって領土権の早期確立を

目指した運動を推進」し、「国民世論の啓発を図る」ことを趣旨とした県条例を制定し、竹島問題について

の啓発活動等を実施しています。 

 政府の外交努力によって問題の平和的な解決と領土権の早期確立が図られるべきです。 
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指摘頂いた事項等 対応 

５ｐ１６：介護は厳しい

環境にあることに言及

して欲しい。 

 

○この箇所では、要介護者数や介護給付費とも増加する中で、持続可能な保険制度の運営を円滑に行うことの重要

性を述べています。御指摘の点を含め、様々な課題があることは承知しており、国に対して必要な働きかけを今

後とも行っていく考えです。 

 

 

６ｐ１６：看護職員の配

置は、医療の安全を確

保すること、看護職員

の労働条件の改善を図

ることを目的に制度改

正されたものであり、

本末転倒の表現になっ

ている。 

 

 

 

○下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

医師については、地域偏在、診療科偏在が解消され

ない中、離島や中山間地域を中心として医師不足がま

すます深刻化するとともに、市部の病院でも一部の診

療科では医師確保が困難な状況にあります。また、看

護職員についても地域偏在が顕著となっている上に、

看護職員を多く配置している医療機関が有利となる

診療報酬の改定などの影響を受け、その確保が難しく

なっています。 

医師については、地域偏在、診療科偏在が解消され

ない中、離島や中山間地域を中心として医師不足がま

すます深刻化するとともに、市部の病院でも一部の診

療科では医師確保が困難な状況にあります。また、看

護職員については、今後とも不足が見込まれているこ

とに加え、県内で養成した者が県外へ流出している状

況もあり、看護師不足に一層拍車がかかってきていま

す。 

 

 

７看護職員の県外流出の

原因を把握し、県外流

出しないような病院づ

くりが必要。 

 

○実施計画において、具体の表現方法等も含め検討します。 

 

 

８地域の助産師の有効活

用を。助産師が安心し

て仕事ができる環境づ

くりが必要。子育てに

も資する。 

 

○実施計画において、具体の表現方法等も含め検討します。 
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指摘頂いた事項等 対応 

９がん専門医の養成、医

療機器整備のために寄

付を募っているなどの

具体的な記述をして欲

しい。 

○下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

また、平成 18 年には、「島根県がん対策推進条例」

が制定され、がんの予防と早期発見、緩和ケアの推進

に取り組むこととしています。 

平成 18 年には、「島根県がん対策推進条例」が制定

され、がんの予防と早期発見、がん専門医の育成等に

よるがん医療水準の向上、緩和ケアの推進のほか、患

者支援等に取り組むこととしています。また、これを

契機に高度医療機器の整備等を目的とした募金活動

が始まるなど、県民一体となったがん対策への取り組

みが進められています。 

 

 

１０子育ては「安心」よ

り「心豊か」に書くべ

き。 

○ 「子育て」は、多様な分野にわたっています。例えば、周産期医療や乳幼児医療等の医療・保健分野、ひとり親

家庭への援助や児童虐待対策等の福祉分野、育児休暇の取得促進等の労働分野、学校教育や放課後こどもプラン

等の教育分野のほか、それ自体が多分野にわたる食育や子育てに関する相談体制の充実等です。現在の政策は、

医療・福祉・労働等の子供を生み育てる環境整備を中心におこなっているため、「安心」に記載しています。 

○乳幼児期を含め、人づくり・教育に関する事項については、「心豊か」に記載することとしています。 

 

１１子育てに関しては、

家族・家庭を基本にし

た表現にすべき。ｐ２

０の「多様な生き方の

選択」は家族を否定す

るように受け取れる。 

○島根の現状と課題中、「子育て」の中に、家庭の大切さ等についての記述を下記のとおり加えました。 

変更前 変更後 

引き続き子どもを生み育てやすい環境づくりや子

育てを地域で応援する気運づくりに対する取り組み

のほか、少子化の大きな要因である親となる年齢層

の人口減少や未婚・晩婚化への対応が必要となって

います。 

引き続き子どもを生み育てやすい環境づくりや子

育てを地域で応援する気運づくりに対する取り組み

のほか、少子化の大きな要因である親となる年齢層

の人口減少や未婚・晩婚化への対応が必要となって

います。また、生命の尊さや家庭の大切さ等につい

ての理解を深めることが必要です。 

○男女共同参画の形成は、基本的人権に深くかかわる問題であり、「多様な生き方の選択」の文言は個人の尊厳の

重要性を表現したものです。 
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指摘頂いた事項等 対応 

１２男女共同参画や人権

尊重については「安心

して暮らせる」に書く

べき。 

 

○男女共同参画も人権尊重も、これらの課題を解決するだけでなく、その解決に向けた取り組みの方向性を、一人

ひとりが能力や資質を発揮できる、より望ましい社会づくりにつなげたいとの考えから、「安心して暮らせる」

ではなく、「心豊か」の中で整理しています。 

 

１３ｐ２０：男女共同参

画にワーク・ライフ・

バランスを書いて欲し

い。 

○下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

人口減少や少子高齢化の進展等の社会変化によ

り、固定的な性別役割分担意識を見直し、男女がと

もに、その個性と能力を十分に発揮することのでき

る男女共同参画社会の実現がますます重要になりつ

つあります。 

人口減少や少子高齢化等が進展する中で、固定的

な性別役割分担意識を見直すとともに、仕事と子育

て・家庭生活の両立を図るワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）を推進し、男女がともに、

その個性と能力を十分に発揮することのできる男女

共同参画社会の実現がますます重要になりつつあり

ます。 

 

 

１４経済のグローバル化

について書いてある

が、人的交流、外国人

が安心して住めるとい

う視点も必要。 

 

○第２章－２[国際化]の項で、御指摘に関連する記載を行っています。 

○また、実施計画において、具体の表現方法等も含め検討します。 
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指摘頂いた事項等 対応 

１５Ｐ２２の「全国的に

島根の歴史と文化に対

する関心が高まりつつ

あり、住む地域に対す

る愛着や誇りを持つ

人々の増加や地域活動

の活性化が期待されて

います」は、より主体

的な表現にすべき。 

 

○前後の文章構成も併せ、下記のとおり改めました。 

変更前 変更後 

平成 19 年には、島根の歴史と文化をわかりやすく

展示・紹介する「古代出雲歴史博物館」の開館、石

見銀山が世界遺産に登録されるなど、全国的に島根

の歴史と文化に対する関心が高まりつつあり、住む

地域に対する愛着や誇りを持つ人々の増加や地域活

動の活性化が期待されています。 

 

 

 

 

一方、歴史的文化遺産、伝統文化の中には保存・

伝承が十分でなく破壊、消滅の危機に瀕しているも

のも多数あります。 

 

また、人々の価値観がゆとり・うるおいといった

質の高さを求める方向にある中で、人々の芸術文化

に対する関心や活動意欲は、これからも高まってい

くことが予想されます。 

島根の歴史・文化の調査研究を進め、県民誰もが、

全国に誇れる島根固有の歴史と文化に理解を深め、

次の世代へ継承するとともに、文化資源や美術館な

ど文化施設との連携を図り、魅力ある地域づくりの

ために活かしてしていくことが必要です。 

平成 19 年には、島根の歴史と文化をわかりやすく

展示・紹介する「古代出雲歴史博物館」の開館や石

見銀山遺跡の世界遺産登録など、全国的に島根の歴

史や文化に対する関心が高まってきています。 

 

 

人々の価値観がゆとり・うるおいといった質の高

さを求める方向にある中で、歴史・芸術文化に対す

る関心や活動意欲は、これからも一層高まっていく

ことが予想されます。 

その一方で、本県の歴史的文化遺産、伝統文化の

中には保存・伝承が十分でなく破壊、消滅の危機に

瀕しているものも多数あります。 

 

 

 

 

 

島根の歴史・文化の調査研究を進め、県民誰もが、

全国に誇れる島根固有の歴史と文化に理解を深め、

愛着と誇りを持って次の世代に継承するとともに、

文化資源や美術館などの文化施設との連携を図り、

魅力ある地域づくりに活かしていくことが重要で

す。 
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指摘頂いた事項等 対応 

１６Ｐ２３の「島根の強

み」のところに、その

具体を書くべき。 

○この部分では、「将来像」に掲げた「自然・文化・歴史」を中心に概観しています。 

○事務局の計画では、Ｐ３０に記載しているように、第５章の「圏域別の発展方向」の中で、それぞれの圏域が有

する「地域資源や強み等」について、市町村等と調整しながら加筆する計画です。なお、記載にあたっては、活

力・産業振興の分野に絞り、散漫な羅列にならないよう考えています。 

 

１７ｐ２４：「様々な主体

による協働」は分かり

にくい。 

○下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

近年、県内では、行政だけでは解決できない課題

への対応や、身近で深い信頼関係に基づく、きめ細

やかなサービスの提供など、幅広い分野において、

自主的・自発的に活動を展開する様々な団体等の活

躍の場が広がりつつあります。様々な主体が、互い

の長所や強みを活かし、相乗効果を高めることで、

単独ではなしえない力を発揮することができます。

相互の関係を深めながら、『様々な主体の協働による

総力の結集』を図ることにより、島根の将来像の実

現を目指します。 

近年、県内では、行政だけでは解決できない課題

への対応や、身近で深い信頼関係に基づく、きめ細

やかなサービスの提供など、幅広い分野において、

自主的・自発的に活動を展開する様々な団体等の活

躍の場が広がりつつあります。様々な主体が、互い

の長所や強みを活かし、相乗効果を高めることで、

単独ではなしえない力を発揮することができます。

相互の関係を深めながら、『県民・企業・ＮＰＯなど

との幅広い協働による総力の結集』を図ることによ

り、島根の将来像の実現を目指します。 

 

 

１８Ｐ２４の中段「従来

とは異なる戦略も導く

ことができます」は、

より主体的な表現にす

べき。 

 

 

 

 

○下記のとおり表現を改めました。 

変更前 変更後 

また、小さくてもキラリと光る価値が再評価され

る時代の到来を見据えると、大量で安価な生産を追

求するのではなく、多様化するニーズに的確に対応

した少量多品種生産が可能となる体制を築くなど、

従来とは異なる戦略も導くことができます。 

また、小さくてもキラリと光る価値が再評価され

る時代の到来を見据えると、大量で安価な生産を追

求するのではなく、多様化するニーズに的確に対応

した少量多品種生産が可能となる体制を築くなど、

従来とは異なる戦略を展開する好機でもあります。
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指摘頂いた事項等 対応 

１９若い人が島根を背負

っていくという気概を

どこかに書いて欲し

い。 

 

○象徴的な表現として『若者を惹きつけ、若者が牽引する地域づくり』を、第３章で使用しています。 

○なお、言葉の印象が薄くならないよう、同様の意味の文章を多用しないようにしています。 

 

 

２０Ｐ２４の下段『若者

を惹きつけ、若者が牽

引する地域づくり』は、

『若者を惹きつけ、若

者と、中堅者・壮年者

が一体となって牽引す

る地域づくり』にすべ

き。 

 

○目指すべき将来像で、まず「県民誰もが」主体として活躍する島根を表現したうえで、「活力ある社会」を「若

者」の文言で象徴的かつ簡潔に表したものです。 

 

 

２１Ｐ２５の下段には、

文言を加え、「島根県民

全体の子どもであると

いう認識に立ち、学

校・家庭・地域社会が

連携して教育力の再生

に取り組む必要があり

ます。」とすべき。 

 

○御意見と同じ意味合いで、御指摘の箇所の文章に「島根の将来を担う子供たち」との表現を用いています。 

 

 

２２産業振興に関して

は、アジアに向けた施

策が必要であると考え

る。 

○東アジアに向けては、たとえば「ヘルシー元氣米」や牡丹の台湾等への輸出など、販路拡大の取り組みを進めて

おり、ご意見は実施計画を策定する際の参考とします。 

○なお、基本構想（案）では、次の関連記載があります。 

・第２章－１－(３)：「東アジア地域」との経済的な結びつきの重要性について 

・第２章－２－(１)[経済]：「国内外の市場」に向けた戦略的な経営展開を図るべきこと 
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指摘頂いた事項等 対応 

２３Ｐ２６の「活力」の

取り組みの方向の中

に、既存企業の技術力

の再発掘と売れるもの

づくり支援を入れてほ

しい。 

 

○「（１）『活力あるしまね』の実現に向けて」の第１項目の前段は、御指摘の分野を含む表現としています。その

詳細は、実施計画の策定作業において検討します。 

 

 

２４ナノテクに力を入れ

ていたが、その成果は

どうなっているか。（質

問） 

○ナノテクを利用した新機能材料開発プロジェクトについては、高熱伝導材料の開発と熱対策技術の蓄積をもとに

その適用方法を研究しています。材料については、世界最高レベルの熱伝導率を持つ複合材料を開発しました。

現在は、材料メーカーや、将来的にこの材料を利用する可能性のある企業に評価していただきながら、試作を繰

り返している段階です。 

 

２５産業振興が重要であ

り、ＩＴ、ナノテクな

ど産業振興にもっと力

を入れた記述にすべ

き。 

 

○新技術・新素材・新製品の開発や IT 産業の育成等については、ｐ26 の取り組みの方向において、重点的に取り

組む旨の記述をしており、具体的な取り組みについては実施計画で記載することとします。 

 

 

２６Ｐ２６の第３項目の

「観光」は、県民自ら

がＰＲすることが必要

であることを記載すべ

き。 

 

○実際に取り組んでおられるグループ等を紹介することにより、おもてなしの心を広げたいと考えており、実施計

画で掲載する「協働」の具体的事例で検討します。 

 

 

２７計画を執行していく

ためには、職員の能力

を発揮することが必要

で、職員と一緒に取り

組むことに意を配って

いただきたい。 

 

○職員に対し徹底を図ります。 
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指摘頂いた事項等 対応 

２８計画が県民に浸透し

やすくするため、直接

対話をお願いしたい。 

 

○知事は、これまでにほぼ５０回各地で県民との対話を行う会合を行っています。今後は、総合発展計画にも触れ

ながら、引き続き県民の皆様の声をよくお聴きしながら、県政を運営します。 

 

 

２９ｐ２９：計画を推進

していくための県の行

政組織をどうしていく

のかという視点が欠落

している。 

 

○９月２０日に設置した「行財政改革推進本部」において、内部管理事務の効率化等を目指し検討を進めており、

これを反映した記載を行うこととしています。 

 

 

３０島根が目指すべき将

来像はオリジナリティ

に欠ける。もっと島根

らしさを出すべき。 

３１目標や現状は県によ

ってそう違いがない。 

３２実施計画において島

根独自のカラーを出し

て欲しい。 

３３計画はどこにも通用

する普遍的なもの。 

 

○目指す姿や基本目標で示す方向性等を具体的かつ簡潔に表現するとともに、県民の皆様と共有できる将来像であ

ることが重要でありますので、審議会で更に御意見をいただきたいと考えます。 

○また、実施計画においては、島根の独自性をいかに発揮できる計画とするかが重要な視点になるものと考えます。

 

 

３４今までの総合計画と

は違うという感触を持

っている 

  ①個別計画との整合

性 

  ②財政健全化も踏ま

えたものとなってお

り、切実感がある。 

 

○個別の計画に加え、新たに設置した産業活性化戦略会議においてとりまとめる「産業活性化戦略」や、雇用対策

推進会議においてとりまとめる「総合的な雇用対策の方針」などとの整合も確保するよう調整を図ります。 

○１０月末に決定する「財政健全化基本方針」に基づく県の改革の取り組みや、総合発展計画と財政健全化策の整

合の確保等についても、掲載する計画です。 
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指摘頂いた事項等 対応 

３５優先順位まではつけ

ないにしても、目標を

長期・中期・短期に分

けて考えるべき。何か

ら取り組むのかわから

ない。 

○第１章－３で記載しているとおり、現在審議いただいている「基本構想」は、概ね１０年後の将来像を明らかに

するものであり、「長期計画」に該当します。今後、審議いただく「実施計画」は、平成２０年度から平成２３

年度の４年間を計画期間とするもので、「中期計画」に該当します。さらに、各年度の予算や組織人員計画等が、

「短期計画」に相当するものです。 

○具体の取り組みや目標の設定等は、「実施計画」の中で記載することになります。 

 

 

３６目標を共有すること

が大事で、協働につな

がる。 

３７県民とともにやって

いくことを明確にする

と、一緒になってやっ

ていこうという力にな

る。 

３８ｐ２３：県民と目標

を共有することは大

事。 

 

○御指摘の点は、この計画の中で県民の皆様に呼びかけるなど、工夫を加えたいと考えます。 

 

 

３９計画の特色を織り込

んだ県民歌のようなも

のをつくってはどう

か。 

 

○県民の皆様と新しい総合発展計画の目標を共有できるよう、様々な工夫をしていきたいと考えます。 

 

 

４０中学生、高校生でも

わかるような文章に。 

○広く県民の皆様に読んでいただけるよう、平易な表現にするなど、修正を加えるとともに、第２章においては、

各項目に簡潔なリード文を加筆しました。  

○別途、簡素にまとめた概要版の作成を検討します。 

 

４１いろいろな人が読む

ので横文字はできるだ

け少なくすべき。 

 

○個々の表現ごとに判断すべき要素もありますので、ＮＯ．４０でいただいた意見も参考にしながら、改善を重ね

たいと考えます。 
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